
 

◆(再掲)夏休みの過ごし方を今一度、お子様と確認してください 
  夏休みに入り、市内でも「子供だけで遅い時間に出歩く」「商業施設やコンビニを子供１人で利

用する」姿が見られ、警察や地域の方も見守りを強化しています。特に、金銭のトラブルや友人同士、

他校の児童とのトラブルなど、思わぬ事件や事故につながらないよう、お子様と今一度、安全で楽し

い夏休みの過ごし方についてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆夏休み期間中の情報機器端末の使用について 
本校では，「きまりを守って情報端末を使う姿」「相手を意識して情報端末を使用する姿」

の２つの姿を目指し，情報モラルに関する指導を行っています。特に，御家庭での iPad を使用

する頻度が多くなる夏休みに向け，7月初めから夏休み前までを「情報モラル指導重点期間」

と定め，指導を重点的に行ってきました。 

御家庭でも，夏休み期間中のタブレット端末やスマートフォンをはじめとした情報機器端末

の使用の仕方や目的（「何時まで使える？」「どこで，何に使う？」「使い終わったらどうす

る？」「万が一危険に出合ったらどうする？」など）について確認し，お子様が正しく利用でき

るよう指導をお願いします。 

また、学習用 iPadは「保護者に貸与しているもの」です。保護者の方が定期的に使用状況を確認してくだ

さい＊ロック解除のパスコードはお子様にお聞きください。パスコードの変更は認められていません。 

 

◆「税に関する書道展」作品募集のお知らせ 
（夏休み前に作品募集要項を配布することができませんでしたので，合わせて学校連絡メールに

てお知らせしています。御了承下さい。）今年度も小学生の皆さんに向けて、「税に関する書道展」の

作品募集を行います。詳細は以下の URL から確認いただけますので、希望者は作品を書いて学校

へ提出してください。 

募集要項：[https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/zeikin/1010715/1012451.html] 
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① 小・中学生同士でゲーム専門店へ立ち入ることはできません。 

（補導の対象となります） 

② 小・中学生の大型商業施設内のゲームコーナーへの立ち入りは、

保護者同伴でなければなりません。保護者は、ゲームコーナーのフ

ロアにいることが条件となります。 

③ カラオケボックスも小・中学生同士で立ち入ることはできません 

（補導の対象となります）。 

④ 小学生同士でボウリング場・映画館に立ち入ることはできません。 

⑤ ８月の帰宅時刻（公園などで子供たちだけで遊び，帰宅する時刻

は午後６時となっています。 

⑥ 不審な人物に出会った際には「いかのおすし」を徹底するよう御家 

庭でも指導してください。 

⑦ 交通安全に留意して生活してください。 

※①～⑤は、釧路市生徒指導研究協議会で決められたものです。 
 

 その他，夏休みの過ごし方については附小ハンドブックＰ17・18及び「夏

をたのしく」を御確認ください。  

 

作品の提出締切は、８月２１日（月）となります。作品応募に関わる質問や疑問点がございましたら、書道担当

吉藤・清水までお気軽にお問い合わせください。 
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